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ワ 

12月1日から衣類の洗濯表示が変わります！ 

今まで日本で販売されている衣類の洗濯表示は、日本だけで使われているも

のでしたが、12月から海外で使われている表示に統一されます。新しい洗濯表

示は、【５つの基本記号】と【温度や強さなどを表す付加記号】で表されます。 

新しい洗濯表示を理解して、衣類を正しく取り扱いましょう。 

 

 

線は多い方が弱い 

点は多い方が高い 

と覚えましょう。 

 



 
 

                                                      

QQuueessttiioonn（（質質問問））  

  

  

AAnnsswweerr（（回回答答））  

懸賞金や宝くじが当たったなどの名目で手数料の支払いを請求する「当選商

法」と言われる手口です。調べたところ、質問の団体は実在せず、嘘の情報を

メールで送り、連絡をした人からお金を騙し取る手口と思われ、同様の迷惑メ

ールが届いたという情報が複数ありました。 

最近では支払いの手段として、コンビニ等で簡単に購入できる電子マネーや

電子ギフト券を利用させるケースもあります。カードの番号を相手に教えて悪

用されてしまうと被害回復は困難です。福祉団体ということで安心させ個人情

報を得ようとしていると思われるので、このようなメールは無視してURLも

クリックしないよう助言しました。 

応募も購入もしていないのに高額な 

お金が当選するわけがありません。 

このような通知が来ても、無視して 

連絡をとらないことが大切です。 

心当たりのないメール等が届いた場 

合には、相談してください。 

 

 

年末になりますと、詐欺や悪質商法などの事件も増加します。 

怪しい電話はすぐ切る！興味のない訪問販売は毅然と断りましょう！ 

寒くなりますので、体調に気をつけてよいお年をお迎えください。 
 

 

幕別町消費生活センター 
 

電話番号：0155-55-5800 

相談時間：午前９時～午後４時 

(札内は第①③⑤水曜午後７時迄) 

幕別相談室 札内相談室 忠類相談室 
火・木曜日 

役場１階相談室 
(正面玄関右手) 

月～金曜日 

札内福祉ｾﾝﾀｰ 
(電話相談も担当) 

第②④水曜日 

忠類ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

 

最近の相談事例【当選商法】         ～ 消費生活センターから ～ 

数日前、スマホに「２億円が当たりました。当選金を受け取る

ためには、手続きが必要です」というメールが届いたが心当た

りがない。「受け取り期日が迫っておりますので至急ご確認く

ださい」とあり、添付のＵＲＬに連絡するようになっている。

福祉関係の団体を名乗っているが実在する団体なのか？ 

消費生活センター 


